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薬害肝炎（Ｃ型肝炎）訴訟

２００２年１０月

Ｃ型肝炎ウィルスが混入した血液製剤（フィブリ
ノゲン製剤・第Ⅸ因子製剤）を製造・販売した製薬
会社、血液製剤の製造を承認した国の責任を追及す
るために提訴。

２００８年１月

議員立法によって特別措置法制定・施行

２０２２年１２月の通常国会で

２０２８年１月１７日まで請求期限を延長



特別措置法による給付内容

①慢性Ｃ型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡
４，０００万円

２０２２年１２月の通常国会で劇症肝炎に罹患して死亡した
場合も４０００万円が給付される法改正が行われた

②慢性Ｃ型肝炎 ２，０００万円

③キャリア １，２００万円



給付を受けるための要件

①Ｃ型肝炎に感染していること

②１９６４年から１９９４年頃まで 期間内に

特定の血液製剤（フィブリノゲン製剤または第

Ⅸ因子製剤）を使用されたことが、何らかの手段

で証明されること。

※ 国を被告として訴訟を提起することが必要



特定フィブリノゲン製剤



特定第Ⅸ因子製剤



Ｃ型肝炎感染について

インターフェロン等で治癒した方や

二次感染者も対象。

フィブリン糊として使用された場合も可。

輸血併用例も可。



血液製剤使用の証明について

原則としてカルテ・母子手帳等の客
観的資料が必要。

医師等医療関係者の法廷における証
言でも可。



相談窓口

各地弁護団が相談窓口を開設。

東海・北陸の場合は

【名古屋弁護団】
火曜および木曜

午前１０時〜午後１時
電話番号 ： ０５２−９５０−３３１４



Ｂ型肝炎訴訟

 １９８８年

集団予防接種によりＢ型肝炎に感染したとして提訴

 ２００６年

最高裁判決により国の責任が確定

 ２００８年３月

集団訴訟提起

 ２０１１年６月

国と原告団・弁護団との間で基本合意書成立

 ２０１２年１月

特別措置法施行



特別措置法による給付内容

①死亡・肝がん・肝硬変（重度） ３，６００万円

②肝硬変（軽度） ２，５００万円

③慢性肝炎 １，２００万円

２０年の除斥期間を経過した場合、治療中の方は

３００万円、それ以外の方は１５０万円

④キャリア ５０万円＋定期検査費等



給付を受けるための要件

①Ｂ型肝炎ウィルスに持続感染していること

②満７歳になるまでに集団予防接種を受けていること

③集団予防接種における注射器の連続使用があったこと

④母子感染でないこと

⑤集団予防接種以外の感染原因がないこと

※ 国を被告として訴訟を提起することが必要



持続感染について

①６ヶ月以上の間隔をあけた連続した２時点に

おける、以下のいずれかの検査結果

HBs抗原 陽性

ＨＢＶ－ＤＮＡ 陽性

Hbe抗原 陽性

②HBｃ抗体 陽性（高力価）



満７歳までの集団予防接種の証明

①母子手帳

②予防接種台帳

③①、②を提出できない場合、親・本人の陳
述書、医師の意見書、住民票または戸籍の
付票



注射器の連続使用について

国の責任期間（昭和２３年７月１日
から昭和６３年１月２７日まで）に
集団予防接種を受けたことが認めら
れれば、連続使用が認められる。



母子感染でないことの証明

①母親のHBs抗原が陰性かつHBｃ抗体が陰性ま
たは低力価陽性の検査結果

②年長のきょうだいのうち持続感染者でない
者がいること（母死亡の場合）

③個別的な総合判断による場合



その他の感染原因がないことの証明

①カルテ等の医療記録

②父親がＢ型肝炎ウィルスの持続感染者で

ないこと

③原告のＨＢＶがジェノタイプＡｅではな

いこと



相談窓口

各地の弁護団が相談窓口を開設

東海地方の場合は

全国B型肝炎訴訟 名古屋（愛知・岐阜・三重）弁護団

〒460-0002 

名古屋市中区丸の内3-8-10 ISH丸の内ビル3E

あゆみ法律事務所

TEL052-961-0788 FAX 052-253-6869



症状が進行した場合

いずれの手続きも、症状が進行し
た場合、医師の診断書をもって追
加給付金の請求が可能。


